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特許法 
 
1. 確認対象発明のプロドラッグエステル化合物が物質特許の権利範囲に属するとした大法院

判決 
 
【書誌事項】 
当
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易に考え出すことができる程度かを判断できると言うのが妥当である」 
 
続いて、下記根拠を挙げて変更の容易性を認めた。 
確認対象発明は、ダパグリフロジンを製剤化するためにその分子内に存在するβ-D-グルコース

部分の6番の炭素原子に結合したヒドロキシ基の位置にギ酸を結合させ、そのエステル形態であ

るフォルメートエステルを形成した構造である。ところで、基本活性化合物のヒドロキシ基を対
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2. 
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＜被告主張の確認対象発明＞ ＜原告主張の実施主張発明＞ 
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みが審判の対象である確認対象発明になるとは限らない。
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あるところ、PBP(プロダクト・バイ・プロセス)
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クリート構造物の補修及び補強工法」という名称の韓国特許公報であり、先行発明2は「高流動・

高耐久性繊維補強充填モルタル」という名称の日本公開特許公報である。 
 
出願発明の構成と先行発明1の開示内容を対比すると、差異①～⑦は、下記のとおりである：
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とする「DNA
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部分である受容体-結合モチーフ
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比は 1:10～10:1、例えば 2:8～8:2、例えば 3:7～7:3、例えば 1.4:1～1.8:1
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【判決内容】 

大法院は、関連法理として下記の通り提示した。 
「ある特許発明がその出願前に公知となった発明が有すࠀ 特許そ許� す 発 そすあす発 発
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クに関するもので、ブロックの一部のコーナー(1411)が45度に面取りされているが、残りは90
度に近い角度に形成されており、雨水通路に該当する構成が明示されていない。一方、副先行

発明である先行発明6には、個別のコンクリートブロックとしてコーナーが45度に面取りされ

た構成が開示されている。 
 

 
 
特許審判院は、先行発明1、6により対象特許の請求項1の進歩性を否定し、これに対して特

許権者(原告)が審決取消訴訟を提起した。 
 
【判決内容】 
(1)原告は、本件特許発明の基盤接合部に形成されたジグザグ状の雨水通路が先行発明1に示さ

れていないと主張する。 
しかし、本件特許発明の明細書の請求項の記載及び[図1、3、4、5、10、11]に示された内容

によると、本件請求項1の特許発明において雨水通路は基盤と基盤の間の接合部に形成される

ところ、先行発明1にはブロックをなす基盤の断面がほぼ梯状という記載があって、同一の多

角形単位のブロックを上下左右に結合させているところ、先行発明でも連続する単位ブロック

の対面する基盤
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【専門家からのアドバイス】 
本判決は韓国における最近の進歩性の判断実務に沿ったものといえ、その判断では特許発明
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10. 出願発明の組成物の特性値による数値限定発明において、その特性値の臨界的意義がない

こと等を理由として進歩性を否定しなかった事例  
 
【書誌事項】 
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性値がどのように達成されるかを具体的に審理して「構成の困難性」を綿密に詳察し、当該特

性値の技術的意義(すなわち作用効果)を参酌すると、進歩性が否定されないと判断した。特に
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脱しても特許発明と課題解決原理が同一である旨を主張する。しかし、下記のような点等に照ら



47 
 



48 
 

12



49 
 

とする、曲面カバーガラス保護フィルム 
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先行発明と差がないと主張した。 

���2#.��
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できる。このことから類推してみると、(a)本件特許発明では外力による方法でないガラスフィ

ルム部材の自重による拡散方法を採択しており、(b)粘度が低い粘着組成物が外部に流出材のいラスフィ
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ンビニルアセテートコポリマー」を特定して溶融点が80～90℃である熱反応接着強化フィルムを

再現するのに困難がないと判断した。具体的な理由は、次のとおりである。 
 

①特許発明の明細書には、本件特許発明の熱反応接着強化フィルムは「低融点ポリオレフィン」、
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性と、アスファルトと格子状補強繊維間の結合力向上のためにフィルムの溶融点を80～90℃の比
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④確認対象発明が本件請求項1の発明の技術思想の核心を具現しているか否か 
確認対象発明は、筒状に巻かれて内部に栽培土壌が満たされる栽培空間を形成し、植物栽培

容器の長手方向の両端が開放されており、板状部材の左右両側を長手方向に沿って容易に組み

立てられ、容易に分離させられるようにしている。したがって、確認対象発明は、本件請求項

1の発明の技術思想の核心が具現されており、本件請求項1の発明と同一の課題の解決原理を採

択している。 
 
(2)作用๋心が同明し満本か否か

 11容器を形成採作業易にさい明とい明
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える。 
 
(4)確認対象発明が本件請求項1の発明の権利範囲から意識的に除外されたか否か 
 
①関連法理 
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[図1]本発明による補正下着の例 
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2 
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院は、先行発明2(「体型補正機能を有する衣服」という名称の公開特許公報)に同一の構成を開示
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されているとは認めなかったところ、これについて大法院は、確認対象発明の説明書と図面を総

合的に考慮すれば、社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のもの

と区別されることに支障がないとして、確認対象発明が特定されているものと認めた。 
権利範囲確認審判は、現在、日本にはない制度であるが、韓国ではよく利用されており、本件の

ような事例はその実務を理解するのに役に立つ࢈袈袈袈袈袈袈袈袈袈袈袈袈袈袈
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特許審判院は上記事件を審理し、「本件無効審判請求は拒絶決定に対する不服審判の差戻し
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一・類似の商品を指定商品として再び登録を受けようとする場合に限る)
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4. 確認対象標章は本件登録商標と非類似であるため本件登録商標の権利範囲に属しないとさ

れた事例 
 
【書誌事項】 
当 事 者：原告 A 社 vs 被告 B 社 
判断主体：特許法院 
事件番号：2023 ホ 81 
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分かち書き、英文字大文字と小文字の混合使用等において異なるため、外観が類似しない。 
 
② 
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項第 11 号後段の「識別力を害するおそれ」に関連して商標登録要件を判断した大法院判決は
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デザイン保護法 
 
1. 
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図面/ 
写真 
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乙第5号証の2(最初図面) 乙第6号証の2(修正図面) 

  

 
④ 原告代表理事Cは、201/需ࠊ

25
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韓国デザイン保護法(一部抜粋) 日本意匠法
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